
改正後�

　
公
的
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障
を
社
会
全
体
で
支
え
合
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。

す
べ
て
の
成
人
が
加
入
し
、
現
役
の
世
代
が
老
齢
の
世
代
を
支
え
る「
世
代
間
扶
養
」

で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
運
営
は
国
が
責
任
を
持
っ
て
行
っ
て
い
る
た
め
、

制
度
が
破
た
ん
し
た
り
、
将
来
、
年
金
が
も
ら
え
な
く
な
る
と
い
っ
た
心
配
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
在
、
社
会
の
少
子
・
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、
経
済
の

低
成
長
傾
向
が
続
く
中
で
、
将
来
の
現
役
世
代
の
負
担
能
力
の
限
界
も
心
配
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
制
度
を
続
け
る
た
め
に
年
金

制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
特
集
で
は
、
主
な
改
正
点
を
ご
案
内
し
ま
す
。
�

少
子
・
高
齢
化
な
ど
の�

社
会
情
勢
に
合
わ
せ
て�

制
度
を
見
直
し�

　
国
民
年
金
は
、
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
国
民
全

員（
被
保
険
者
）が
加
入
し
て
保
険
料
を
支
払
い
、
六
十

五
歳（
受
給
者
）か
ら
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
支
給
開
始
を
六
十
歳
に
繰
り
上

げ
て
、
一
定
の
割
合
で
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。�

　
し
か
し
、
将
来
の
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
割
合
は
、

社
会
の
少
子
・
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
に
よ
り
、
平
成

十
二
年
の
一
七
・
二
％
か
ら
平
成
三
十
七
年
に
は
二
七
・

四
％
に
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
年
金
制
度
で
は
、

現
在
、
お
よ
そ
四
人
の
現
役
世
代
で
一
人
の
老
齢
世
代

を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
平
成
三
十
七
年
に
は
二
人
で

一
人
を
支
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
経
済
の
低

成
長
な
ど
が
、
賃
金
の
上
昇
を
低
く
し
て
い
る
ほ
か
、

企
業
自
体
の
年
金
保
険
料
負
担
を
重
く
し
て
い
ま
す
。�

　
今
回
の
年
金
制
度
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢

に
合
わ
せ
な
が
ら
、
活
力
あ
る
長
寿
社
会
を
実
現
す
る

た
め
に
、
老
後
の
所
得
を
保
障
す
る
と
と
も
に
現
役
世

代
の
負
担
を
増
大
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。�

�

　
二
十
歳
以
上
の
学
生
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
二
年
三
月
ま
で
は
、
親
元
の
前
年
の
収
入
が
基

準
以
下
の
場
合
、
申
請
す
れ
ば
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま

し
た
が
、
四
月
か
ら
は
、
親
元
の
収
入
に
関
係
な
く
本

人
の
収
入
が
基
準
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
す
れ
ば
猶

予
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

改正の�
ポイント�
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●
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
制
度
を
創
設�

（
平
成
１２
年
度
か
ら
）�

保険料�

猶予�
保険料�

猶予�

■20歳以上の学生の特例�

学生納付特例制度（平成１２年4月から）�

年金制度の改正�年金制度の改正�年金制度の改正�年金制度の改正�
みんなで支え合う�
国民年金�

みんなで支え合う�
国民年金�

学
生
は
保
険
料
の�

納
付
を
猶
予�

●本人の収入により猶予を判定�
●学生納付特例期間の取り扱い�
①受給資格期間に特例期間を算入�
②追納しない場合、特例期間に対する
　老齢基礎年金額は計算されない�
③特例期間中は、障害基礎年金が保証
　される納付要件に算入�
④10年間は追納ができる�

学生免除（平成１２年３月まで）�
改正前�

●親元の収入により免除を判定�
●免除された期間の取り扱い�
①受給資格期間に免除期間を算入�
②免除期間に対する老齢基礎年金額
　は、納めた場合の1／3として計算�
③免除期間中は、障害基礎年金が保証
　される納付要件に算入�
④10年間は追納ができる�

�



■老齢基礎年金の�
　「繰り上げ減額率」と「繰り下げ増額率」�

●この特集のお問い合わせは、保険年金課（　  54－8162）へ�

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の�

支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ�

　
昭
和
六
十
年
の
年
金
法
改
正
に
よ
り
、
老
齢
厚
生
年

金
の
支
給
開
始
年
齢
が
六
十
五
歳
に
な
り
ま
し
た
。
現

在
、
経
過
措
置
と
し
て
、
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で

の
間
は「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」が
支
給
さ
れ
、

六
十
五
歳
に
な
っ
た
時
点
で
老
齢
基
礎
年
金
と
上
乗
せ

分
の
老
齢
厚
生
年
金
に
切
り
替
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
平
成
六
年
の
改
正
で
は
、
平
成
十
三
年

四
月（
昭
和
十
六
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男
性
か

ら
適
用
）か
ら「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」の
定
額
部

分
の
支
給
開
始
年
齢
が
生
年
月
日
に
よ
っ
て
段
階
的
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
今
回

の
改
正
で
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月（
昭
和
二
十
八
年
四

月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男
性
か
ら
適
用
）か
ら
報
酬
比

例
部
分
も
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
昭
和
三

十
六
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男
性
か
ら

は
、
老
齢
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
が
六
十

五
歳
か
ら
の
支
給
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

改正の�
ポイント�

33
●
段
階
的
な
引
き
上
げ
で
支
給
開
始
年
齢
が
６５
歳
へ�

基
礎
年
金
の�

繰
り
上
げ
受
給
で
は�

減
額
率
を
低
減�
改正の�
ポイント�
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●
６０
歳
受
給
時
の
減
額
率
を
４２
％
か
ら
３０
％
へ�

（
平
成
１3
年
度
か
ら
）�

昭
和
１６
年
４
月
2
日
生
ま
れ
以
降
の
人
�

　（
平
成
13
年
4
月
1
日
以
降
に
60
歳
に
な
る
人
）�

�

基
礎
年
金�

平
成
12
年
度
ま
で
は
42
％
の
減
額
�

30
％
の
減
額
�

■老齢厚生年金の�
　支給開始年齢の引き上げ�
　（平成25年4月から改正）�

　
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
は
六
十
五
歳
か
ら
で
す
が
、

六
十
歳
か
ら
繰
り
上
げ
て
受
給
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

繰
り
上
げ
受
給
の
際
は
減
額
が
あ
り
、
六
十
歳
で
受
給

す
る
場
合
の
減
額
率
は
、
従
来
は
四
二
％
で
し
た
が
、

平
成
十
三
年
度
か
ら
は
三
〇
％
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

減
額
率
は
従
来
は
年
単
位
で
設
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

十
三
年
度
か
ら
は
月
単
位
に
な
り
ま
す
。
月
ご
と
の
減

額
単
位
は
〇
・
五
％（
注
①
）で
す
。
例
え
ば
、
六
十
歳

十
一
カ
月
で
繰
り
上
げ
受
給

を
し
た
場
合
、
従
来
は
六
十

歳
で
繰
り
上
げ
受
給
を
し
た

場
合
と
同
じ
四
二
％
の
減
額

率
が
適
用
さ
れ
ま
し
た
が
、

平
成
十
三
年
度
か
ら
は
四
年

一
カ
月
を
繰
り
上
げ
た
と
し

て
、
二
四
・
五
％（
四
九
カ
月

×
〇
・
五
％
）に
な
り
ま
す
。�

（
注
①
）
算
出
根
拠
／
六
十

歳
で
三
〇
％
減
額
な
の
で
、

六
十
五
歳
ま
で
は
六
〇
カ
月（
五

年
間
）あ
り
、
均
等
割
す
る
と
、

三
〇
％
÷
六
〇
カ
月
＝
〇
・五

％（
一
カ
月
）�

（
平
成
25
年
度
か
ら
）�

老齢厚生年金についての�
詳しいお問い合わせは�

●四日市社会保険事務所�
　（　 53-5511）�

（平成13年4月から改正）�

老
齢
厚
生
年
金
�

老
齢
基
礎
年
金
�

生
年
月
日
に
応
じ
て
段
階
的
に
�

65
歳
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
く
�

65
歳
�

60
歳
�

61
歳
�

昭和28年4月2日以降生まれの
男性は支給されません（61歳か
ら支給）。女性は5年後に実施�

繰
り
上
げ
減
額
率
�

繰
り
下
げ
増
額
率
�

繰
り
上
げ
減
額
率
�

繰
り
下
げ
増
額
率
�

昭和16年4月1日�
以前生まれの人�

昭和16年4月2日�
以降生まれの人�

42％� 30％�

35％� 24％�

28％� 18％�

20％� 12％�

11％� 6％�

0％� 0％�

12％� 8.4％�

26％� 16.8％�

43％� 25.2％�

64％� 33.6％�

88％�

60歳�

61歳�

62歳�

63歳�

64歳�

65歳�

66歳�

67歳�

68歳�

69歳�

70歳� 42％�

年齢�

年
単
位
の
減
額
率
�

月
単
位
の
減
額
率
（
0.5
％
／
月
）�

年
単
位
の
増
額
率
�

月
単
位
の
増
額
率
（
0.7
％
／
月
）�

（
報
酬
比
例
部
分
）�

特
別
支
給
の
�

老
齢
厚
生
年
金
�


